
 

 

 

 

① 介護休業制度 

 

 

 

 



② 介護休暇制度  

    

③ その他の両立支援制度  

 

「育児休業、介護休業および関連諸取扱いに関する規則」に準じます。 

また、いずれも事業運営に支障がある場合は、別途ご相談させていただくことがあります。 

 



 



    

 

 

 

 



 

 

＜ 意向確認表 ＞ 


